
〇小山町町有林Ｊ－クレジット販売要綱 

令和６年１２月１３日 

小山町告示第１８２号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小山町が町有林においてＪ－クレジット制度により取得したＪ－ク

レジット（以下「町有林Ｊ－クレジット」という。）を、カーボン・オフセットに取り

組む事業者、団体等に販売することについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）Ｊ－クレジット制度 国が定める「国内における地球温暖化対策のための排出削減・

吸収量認証制度（Ｊ－クレジット制度）実施要綱」により実施される制度をいう。 

（２）カーボン・オフセット 自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削

減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、クレジットを購入

することにより、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいう。 

（３）Ｊ－クレジット登録簿 Ｊ－クレジット制度に基づき発行されるクレジットを管理

し、その取得、保有、移転及び無効化について、電子的に記録したものをいう。 

（４）口座 Ｊ－クレジット登録簿において、Ｊ－クレジットを保有するための口座をい

う。 

（５）移転手続 Ｊ－クレジット登録簿において、自らの口座に記載されたＪ－クレジッ

トを他者の口座に移転するための手続をいう。 

（６）無効化 カーボン・オフセットで使用されたクレジットが再販売又は再使用をされ

ることを防ぐために、無効にすることをいう。 

（販売対象者） 

第３条 町有林Ｊ－クレジットは、町内の事業者、団体等（町内に事業所が所在する事業

者及び団体等をいう。）に販売するものとする。ただし、次に掲げる事業者、団体等に

は販売しない。 

（１）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする事業者、団体等 

（２）特定の公職者（候補者を含む。）又は政党を推薦、支持又は反対することを目的とす

る事業者、団体等 



（３）小山町暴力団排除条例（平成２４年小山町条例第３号）第２条第１号に規定する暴

力団又は同条例第２条第３号に規定する暴力団員等が経営等に実質的に関与している

と認められる事業者、団体等 

（４）前３号に掲げるもののほか、町長がカーボン・オフセットの適正な実施ができない

と認める事業者、団体等 

（購入希望者の募集） 

第４条 町有林Ｊ－クレジットの購入を希望する者（以下「購入希望者」という。）の募集

は、町ホームページ等により行うものとする。 

（販売数量及び販売単価） 

第５条 町有林Ｊ－クレジットの販売は、小山町が保有する数量の範囲内で行うものとし、

最低販売数量は１トン（ｔ－ＣＯ２）とし、１トン（ｔ－ＣＯ２）単位での販売とする。 

２ 販売数量及び販売単価は、町長が別に定めるものとし、町ホームページ等により公表

する。 

（購入の申込み） 

第６条 購入希望者は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。 

（１）小山町町有林Ｊ－クレジット購入申込書（様式第１号） 

（２）小山町町有林Ｊ－クレジット購入計画書（様式第２号） 

（３）事業者、団体等の概要調書（様式第３号） 

（４）その他町長が必要と認める書類 

（購入者の決定） 

第７条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合は、当該申込み内容を審査の上、

販売の可否を決定し、小山町町有林Ｊ－クレジット販売決定通知書（様式第４号）によ

り当該購入希望者に通知するものとする。 

（契約書の作成） 

第８条 町長は、前条の規定により販売の承認を決定した購入希望者（以下「購入者」と

いう。）と契約書を取り交わすものとする。 

（売買代金の納付） 

第９条 購入者は、町有林Ｊ－クレジットの売買代金を、町長が別に定める期日までに、

町が発行する納入通知書により納入するものとする。 

（町有林Ｊ－クレジットの移転等） 



第１０条 町長は、購入者から売買代金の納付を確認した後、町が保有する口座から購入

者が指定する口座へ町有林Ｊ－クレジットの移転手続を行うものとする。 

２ 購入者が口座を保有しない場合及び口座を指定しない場合は、町が販売分の町有林Ｊ

－クレジットの無効化を行うものとする。 

（証明書の発行） 

第１１条 町長は、購入者に対し町有林Ｊ－クレジットを購入した証とするため、販売し

た町有林Ｊ－クレジットの移転手続又は無効化の終了後、販売量を記載した証明書（様

式第５号）を発行する。 

２ 証明書は、購入者の広報活動に利用することができるが、取引、譲渡等の対象とはな

らないものとする。 

（協議） 

第１２条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町長と購入者双方が

誠意を持って協議し、解決を図るものとする。 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 



様式第１号（第６条関係） 

小山町町有林Ｊ－クレジット購入申込書 

  年  月  日  

 

小山町長 様 

 

所在                       

名称及び代表者氏名                       

 

町有林Ｊ－クレジットを購入したいので、関係書類を添えて購入申込書を提出します。 

 

添付書類 

１ 小山町町有林Ｊ－クレジット購入計画書（様式第２号） 

２ 事業者、団体等の概要調書（様式第３号） 

 



様式第２号（第６条関係） 

小山町町有林Ｊ－クレジット購入計画書 

購入希望者 事業者・団体等名  

代表者名  

住所  

電話番号  

メールアドレス  

ＦＡＸ  

担当部署 

担当者名 

 

購入目的  

 

※使用者、使用内容、使用量、使用時期等が決まっていれば記載し

てください。 

購入希望数量 トン（ｔ－ＣＯ２） 

クレジットの移転 □ 保有又は保有予定の以下の口座に移転を希望する。 

 名義         番号           

□ 口座を保有しないなどの理由で町による無効化を希望する。 

※いずれかにレ点を記載してください。 

申込適格 小山町町有林Ｊ－クレジット販売要綱第３条（１）から（３）まで

に掲げる事業者又は団体に 

□ 該当します。 

□ 該当しません。 

※いずれかにレ点を記載してください。 

購入希望日   年  月  日 

公表について □ 事業者、団体等名の固有名詞を公表してかまいません。 

□ 公表しないことを希望します。 

※希望する項目にレ点を記載してください。 

その他  



様式第３号（第６条関係） 

事業者、団体等の概要調書 

名   称 

 

 

【設立年月：  年  月】 

所 在 地 等 

〒 

 

℡ 

連 絡 先 

(上記と異なるとき) 

〒 

 

℡ 

代表者氏名  

事業責任者 

氏名           ℡ 

 

           E－mail 

概 要 

従業員（会員）数： 

資本金： 

売上高： 

経常利益： 

その他： 

※記載可能な項目についてご記入ください。 

活動概要 

 

 

 

 

 

※事業内容、活動拠点等を記載してください 

※法人の場合は、定款を添付してください。 



様式第４号（第７条関係) 

 

第   号  

  年  月  日  

          様 

 

小山町長 氏 名 印  

 

小山町町有林Ｊ－クレジット販売決定通知書 

 

     年  月  日付けで申込みのあった町有林Ｊ－クレジットの購入につい

て、審査の結果下記のとおり決定したので小山町町有林Ｊ－クレジット販売要綱第７条

の規定のより通知します。 

 

記 

１ 承 認 

 契約書を添付しますので、内容確認の上、提出してください。 

 

２ 不承認 

（理由：                                    ） 

 



様式第５条（第１１条関係） 

 

 

証 明 書 

 

         様 

 

    は小山町町有林において創出されたＪ－クレジットを購入したことを証明します。 

 

【購入数量】     トン（ｔ－ＣＯ２） 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日  

 

小山町長 氏 名 印  

 


